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町田市景観条例の一部を改正する条例 

町田市景観条例（平成２１年６月町田市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

前文 前文 

第１章～第４章 略 第１章～第４章 略 

 第５章 景観審議会（第３１条） 

第５章 景観施策の推進（第３１条―第４０

条） 

第６章 景観施策の推進（第３２条―第３９

条） 

第６章 雑則（第４１条） 第７章 雑則（第４０条） 

附則 附則 

 前文 

町田市は、多摩丘陵の連なりと谷戸の織りな

す表情豊かな地形を有し、谷地を流れる河川、

樹林地、里山、農地などの原風景が広がってい

る。こうした原風景とともに、新たに設けられ

た公園などが、生活に潤いと憩いをもたらして

いる。 

町田市は、多摩丘陵の連なりと谷戸の織りな

す表情豊かな地形を有し、谷地を流れる河川、

樹林地、里山、農地などの原風景が多くの市民

によって引き継がれ、豊かな自然環境を残して

いる。 

町田市では、高度経済成長期以降、急速に都

市化が進み、多くの住宅地が形成され、そこで

は人々により豊かな生活が営まれている。 

一方、戦後の高度経済成長の中で、交通結節

性の高さや人口増加を背景として、急速に市街

化が進み、市街地には多くの住宅地が形成され

ている。 

また、古くから二・六の市として栄えた町田

駅周辺は、現在では「商都まちだ」と称される

一大商業拠点を形成し、市内外から多くの人が

訪れている。 

また、古くから二・六の市として栄えた町田

駅周辺は、現在では「商都町田」と称される一

大商業拠点を形成し、市内外から多くの人が訪

れている。 

このような、自然、歴史等を背景として多く

の担い手により形成されてきた町田市の多様な

景観は、地域ごとの魅力や個性を有している。

そして何より、人々が暮らしや活動を楽しむ姿

そのものが、まちの景観をより豊かで愛着のあ

るものにしている。 

このような、自然、歴史等を背景として多様

なまち並みを形成してきた町田市の景観は、活

発な市民の活動によってつくられ、それぞれの

地域によって様々な魅力や個性を有している。 

こうした豊かな景観や人々の営みをさらに発

展させることで、「思わず出歩きたくなるまち」

この豊かな景観を守り、育てることにより、

親しみとやすらぎと愛着のあるまちとして、次
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や「町田ならではの活動や暮らしが楽しめるま

ち」を実現し、次世代に引き継いでいくことこ

そが、私たちの果たすべき使命である。 

世代に引き継いでいくことを願ってやまない。 

ここに私たちは、共に力を合わせ、この愛す

るまちを生活風景に魅力と豊かさを感じられる

まちとすることを決意し、この条例を制定する。 

ここに私たちは、共に力を合わせ、この愛す

るまちを生活風景に魅力と豊かさを感じられる

まちとすることを決意し、この条例を制定する。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）特定屋内広告物 建築物の窓その他の開

口部（建築物の内部を見通すことができる

壁面を含む。）に設けられた窓ガラス、ガ

ラス扉その他これらに類するものの内側に

おいて、常時又は一定の期間継続して屋外

の公衆に表示するもの（公共施設から視認

できるものに限る。）をいう。 

 

（４）公共事業 市、東京都、国その他町田市

規則（以下「規則」という。）で定める公

共的団体が施行する土木建築に関する事業

（民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号）の規定に基づき実施される事

業（当該事業に係る公共施設等について、

その所有権を市が有するもの及び市に移転

することが予定されているものに限る。）

を含む。）をいう。 

（３）公共事業 市、東京都、国その他町田市

規則（以下「規則」という。）で定める公

共的団体が施行する土木建築に関する事業

をいう。 

（５）略 （４）略 

（６）略 （５）略 

（東京都又は近隣地方公共団体との協議） （東京都又は近隣地方公共団体との協議） 

第８条 略 第８条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、前２項の協議をするときは、町田

市街づくり景観審議会条例（令和  年  

月町田市条例第  号）第１条の町田市街づ

くり景観審議会（以下「審議会」という。）

に意見を求めることができる。 

３ 市長は、前２項の協議をするときは、第３

１条の町田市景観審議会に意見を求めること

ができる。 

（策定の手続） （策定の手続） 
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第１０条 市長は、景観計画を定めようとする

ときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かな

ければならない。 

第１０条 市長は、景観計画を定めようとする

ときは、あらかじめ、第３１条の町田市景観

審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 略 ２ 略 

（届出事項等） （届出事項等） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 法第１６条第１項第４号の条例で定める行

為は、次に掲げる行為とする。 

２ 法第１６条第１項第４号の条例で定める行

為は、次に掲げる行為とする。 

（１）略 （１）略 

 （２）木竹の植栽又は伐採 

（２）屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第２条第１項の廃棄物をいう。

以下同じ。）、再生資源（資源の有効な利

用の促進に関する法律（平成３年法律第４

８号）第２条第４項の再生資源をいう。以

下同じ。）その他の物件の堆積 

（３）屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第２条第１項の廃棄物をいう。

以下同じ。）、再生資源（資源の有効な利

用の促進に関する法律（平成３年法律第４

８号）第２条第４項の再生資源をいう。以

下同じ。）その他の物件の堆
たい

積 

（３）略 （４）略 

３ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める

行為は、次に掲げる行為とする。 

３ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める

行為は、次に掲げる行為とする。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）屋外における土石、廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆積で、次に掲げるもの 

（３）屋外における土石、廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆
たい

積で、次に掲げるもの 

ア 略 ア 略 

イ 堆積の期間が３０日を超えて継続しな

いもの 

イ 堆
たい

積の期間が３０日を超えて継続しな

いもの 

（４）略 （４）略 

（５）法第１６条第１項第１号、第３号及び第

４号に掲げる行為で、規則で定める規模以

下のもの 

（５）法第１６条第１項各号に掲げる行為（同

項第２号に掲げる行為にあっては規則で定

める工作物に係る行為に限る。）で、規則

で定める規模以下のもの 

（６）法第１６条第１項第２号に掲げる行為で、

次に掲げるもの 

 

  ア 規則で定める工作物以外の工作物に係

るもの 

 

  イ 規則で定める工作物に係るもので、規

則で定める規模以下のもの 

 

４ 前項第５号の規則で定める規模、同項第６ ４ 前項第５号の規則で定める工作物及び規則

- 4 -

-  -0123456789



号ア及びイの規則で定める工作物並びに同号

イの規則で定める規模は、景観計画区域内に

おいて定められた景観形成ゾーン又は景観形

成誘導地区ごとに定めることができる。 

で定める規模は、景観計画区域内において定

められた景観形成ゾーン又は景観形成誘導地

区ごとに定めることができる。 

（事前協議）  

第１１条の２ 次に掲げる行為をしようとする

者は、あらかじめ規則で定めるところにより、

市長と協議をしなければならない。ただし、

第１号に掲げる行為について、東京都景観条

例（平成１８年東京都条例第１３６号）第２

０条の規定による協議を要する場合にあって

は、この限りでない。 

 

（１）前条第１項の規定による届出（規則で定

める行為に係るものに限る。） 

 

（２）特定屋内広告物（規則で定めるものを除

く。以下この号において同じ。）の表示又

は表示した特定屋内広告物の規模、形態若

しくは意匠の変更 

 

（３）町田市屋外広告物条例（令和  年  月

町田市条例第  号）第９条、第１６条、

第１７条、第２７条第１項又は第２８条第

１項（同項第２号の屋外広告物等に係るも

のに限る。）の許可の申請（規則で定める

屋外広告物等に係るものを除く。） 

 

（４）町田市屋外広告物条例第１３条第２項（同

条第５項において準用する場合を含む。）

の規定による認定の申請 

 

２ 市長は、前項本文の協議の申出があったと

きは、当該申出をした者に対し、当該協議に

おいて景観計画に基づき必要な指導又は助言

を行うことができる。 

 

３ 市長は、前項の規定により指導又は助言を

行うときは、第３１条第１項の町田市景観ア

ドバイザーに意見を求めることができる。 

 

４ 市長は、第１項本文の協議が終了したとき

は、当該協議をした者に対し、協議の結果を

通知する。 

 

５ 第１項本文の協議（同項第１号から第３号

までに掲げる行為に係るものに限る。）の終
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了後、当該協議をした者が、当該協議に係る

行為の内容を変更しようとするとき（第２項

の指導又は助言に従って、変更しようとする

ときを除く。）は、あらかじめ規則で定める

ところにより市長と協議をしなければならな

い。 

６ 第２項から第４項までの規定は、前項の協

議について準用する。 

 

（行為の制限に関する指導） （行為の制限に関する指導） 

第１３条 略 第１３条 略 

２ 市長は、前項の規定による指導をしようと

するときは、審議会に意見を求めることがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定による指導をしようと

するときは、第３１条の町田市景観審議会に

意見を求めることができる。 

（勧告の手続等） （勧告の手続等） 

第１４条 市長は、法第１６条第３項の規定に

よる勧告をしようとするときは、あらかじめ、

審議会の意見を聴かなければならない。 

第１４条 市長は、法第１６条第３項の規定に

よる勧告をしようとするときは、あらかじめ、

第３１条の町田市景観審議会の意見を聴かな

ければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（変更命令等の手続） （変更命令等の手続） 

第１５条 市長は、法第１７条第１項又は第５

項の規定により設計の変更、原状回復その他

の必要な措置を命じようとするときは、あら

かじめ、審議会の意見を聴かなければならな

い。 

第１５条 市長は、法第１７条第１項又は第５

項の規定により設計の変更、原状回復その他

の必要な措置を命じようとするときは、あら

かじめ、第３１条の町田市景観審議会の意見

を聴かなければならない。 

（公共事業景観形成指針） （公共事業景観形成指針） 

第１６条 略 第１６条 略 

２ 市長は、公共事業景観形成指針を定めよう

とするときは、あらかじめ、審議会の意見を

聴かなければならない。 

２ 市長は、公共事業景観形成指針を定めよう

とするときは、あらかじめ、第３１条の町田

市景観審議会の意見を聴かなければならな

い。 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 市長は、公共事業景観形成指針の運用に関

し必要な事項について、審議会に意見を求め

ることができる。 

 

（公共事業の施行に関する助言） （公共事業の施行に関する助言） 

第１８条 略 第１８条 略 

２ 市長は、前項の助言をする場合において、 ２ 市長は、前項の助言をする場合において、
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第３１条第１項の町田市景観アドバイザーに

意見を求めることができる。 

第３１条の町田市景観審議会に意見を求める

ことができる。 

（景観重要建造物の指定等の手続） （景観重要建造物の指定等の手続） 

第１９条 市長は、次に掲げる行為をしようと

するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴

かなければならない。 

第１９条 市長は、次に掲げる行為をしようと

するときは、あらかじめ、第３１条の町田市

景観審議会の意見を聴かなければならない。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（景観重要建造物の滅失等の届出） （景観重要建造物の滅失等の届出） 

第２０条 景観重要建造物の所有者は、当該景

観重要建造物が滅失し、又は毀損したときは、

規則で定めるところにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 

第２０条 景観重要建造物の所有者は、当該景

観重要建造物が滅失し、又はき損したときは、

規則で定めるところにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 

（景観重要樹木の指定等の手続） （景観重要樹木の指定等の手続） 

第２５条 市長は、次に掲げる行為をしようと

するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴

かなければならない。 

第２５条 市長は、次に掲げる行為をしようと

するときは、あらかじめ、第３１条の町田市

景観審議会の意見を聴かなければならない。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（景観重要樹木の滅失等の届出） （景観重要樹木の滅失等の届出） 

第２６条 景観重要樹木の所有者は、当該景観

重要樹木が滅失し、毀損し、又は枯死したと

きは、規則で定めるところにより、その旨を

市長に届け出なければならない。 

第２６条 景観重要樹木の所有者は、当該景観

重要樹木が滅失し、き損し、又は枯死したと

きは、規則で定めるところにより、その旨を

市長に届け出なければならない。 

 第５章 景観審議会 

 （町田市景観審議会） 

 第３１条 この条例の規定により定められた事

項及び市長の諮問する良好な景観の形成に関

する重要事項を調査審議させるため、市長の

附属機関として、町田市景観審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

 ２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、市

長の諮問に応じ、その結果を答申するほか、

市長に意見を述べることができる。 

 ３ 審議会は、市長が委嘱する委員１３人以内

をもって組織する。 

 ４ 前項に定めるもののほか、審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 景観施策の推進 第６章 景観施策の推進 

（町田市景観アドバイザー）  
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第３１条 市長は、景観に関する専門的な知識

及び経験を有する者を、町田市景観アドバイ

ザーとして委嘱するものとする。 

 

２ 市長は、前項の規定により委嘱した町田市

景観アドバイザーが、規則で定める場合に該

当するときは、解嘱することができる。 

 

３ 前２項に定めるもののほか、町田市景観ア

ドバイザーに関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

（景観賞） （景観賞） 

第３８条 略 第３８条 略 

２ 市長は、前項の規定による景観賞の贈呈の

対象となる者の選考について、審議会の意見

を聴かなければならない。 

 

（町田市景観づくり市民推進員）  

第３９条 市長は、市との連携及び協力により

良好な景観の形成を推進する市民を、町田市

景観づくり市民推進員として登録することが

できる。 

 

２ 前項に定めるもののほか、町田市景観づく

り市民推進員に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

（技術的援助等） （技術的援助等） 

第４０条 略 第３９条 略 

２ 市長は、次に掲げる者に対し、町田市住み

よい街づくり条例（令和３年１２月町田市条

例第４０号）第１０条第１項の街づくりアド

バイザーを派遣することができる。 

 

（１）第３６条第５項の規定により登録を受け

た地域景観資源を管理する者 

 

（２）第３７条第２項の規定により登録された

生活風景宣言に係る生活風景づくりの活動

を行う者 

 

第６章 雑則 第７章 雑則 

（委任） （委任） 

第４１条 略 第４０条 略  

附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条の２第１項の規定は、この条例の施行の日以後

に同項本文の協議の申出の期限が到来するものについて適用する。 

 （準備行為） 

３ この条例による改正後の第３１条第１項の規定による町田市景観アドバイザーの

委嘱及び第３９条第１項の規定による町田市景観づくり市民推進員の登録に関し

必要な行為は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例によりするこ

とができる。 
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